
【要旨】
2008 年に中学校, 2009 年に高等学校の学習指導要領

が改訂され, ｢体育理論｣ は, 各学年において, 授業時

数, 具体的な内容が明示された. そこには, 体育学習が

技術の習得, 技能の習熟を重視することでは, それを必

修として学ぶ科目として説明責任がつかず, 体育不要論

にもつながるという問題意識, 知識基盤の社会への対応,

そして, スポーツに課せられた様々な課題に対応するた

めに, 知識としてスポーツをきちんと学ぶ機会を保証す

る必要があった. スポーツを文化として捉え, スポーツ

が有する豊かな内容を知識 (教養) として学ぶために,

体育の授業の中で座学として体育理論の授業が位置づけ

られることになったのである. しかしながら, 体育理論

は不毛の領域とされ, 不要論が出されるほどであり, 実

践の蓄積も乏しい. 本稿では, 体育理論の内容の柱の一

つとされる ｢文化としてのスポーツ｣ を学ぶ授業試案を

提案するための基礎的作業として, 上述のような体育理

論の創設から現在までの変遷の理解に加え, 乏しいなが

らも取り組まれている (いた) 研究団体・組織や個人の

実践を掘り起し, これまでの成果や課題, これからの役

割期待について整理した.

はじめに
2008 年に中学校の学習指導要領が改訂され, ｢体育理

論｣ が各学年 3時間以上という時間が定められ, 必修と

して位置づいた (文科省 2008 : 11, 140). そして, 翌

年 2009 年には高等学校でそれは各学年 6 時間の時間以

上が同じく必修となった (文科省 2009 : 8, 101).

これまでも ｢体育理論｣ は必修とされ, 学校, 教師の

判断で時間数や内容も決めて行われていた. しかしそれ

は, ｢雨降り体育｣ (｢雨降り用の 『穴埋め番組』｣) とし

て, あるいは各単元の, 例えばオリエンテーションの一

コマとして実践されるレベルの扱いであり, 決して系統

立てて行われていたとは言い難い状況であった. それが
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今回は時間数を決められ, きちんと指導しなければなら

なくなったのである.

これまで, 体育の授業は実技重視で展開されてきた.

つまり, 技術の習得が授業の目標とされ, ｢うまくなる

こと｣ が目的とされてきたと言ってよい. 体育は ｢実技

科目｣ と言われる所以である. そこに, ｢わかる｣ つま

り技術認識が位置づけられるようになり, 技術の習得,

技能の習熟には系統性をもった一定の理論があり, それ

が学習の対象になるという授業が展開されるようになっ

た. しかしそれは, あくまでも実技指導の範囲を越えず,

運動やスポーツの技術の学習を越えた文化の学びとして

位置づけられるものではない. また, 各運動種目の単元

のオリエンテーションでその歴史について学ぶという取

り組みが一部行われているが, それは決して体系的な理

論の学びとは言い難い. このような状況が生まれたこと

を, 現場教師の教科指導に対する問題意識の問題として,

また体育理論の授業に対する関心や意欲の問題として済

ませるのではなく, 教員養成の段階で指導されるべきで

あるという認識も必要である. しかしながら, その学び

を保証する授業となるはずの大学での ｢体育科教育法

(体育科指導法)｣ の授業では, その授業内容として ｢体

育理論｣ の授業づくりはほとんど位置づけられていない

のが現状である1).

このような状況の中で, 時代的要請から学校体育にス

ポーツの文化的意義の理解の学習が求められ, その受け

皿として体育理論が重視されたことで, 体育理論の授業

づくり, とりわけ ｢文化としてのスポーツ｣ の学びを柱

とする体育理論の授業の研究や実践の蓄積が課題となる.

筆者はこれまで, 民衆の娯楽として中世から行われ,

英国に現存する民俗フットボールの研究を行ってきた2).

それはまさしく地域に根差す民衆固有の文化であり, 民

俗フットボールの多くが消滅する中で, 存続する町や村

では住民が担い手となり自分たちの大切な文化を継承し

存続させている生の姿がそこにはある. そして, それは

サッカー, ラグビーの原型としてスポーツ史, スポーツ

人類学では研究対象となり, 近代スポーツと対照化され,

将来のスポーツの在り方を検討する貴重な材料として位

置づけられている.

本研究は, その民俗フットボールを教材として ｢文化

としてのスポーツ｣ を学ぶ授業を構想し, そのモデルを

提示することを目的としているが, 本稿では, その構想

にあたり, 今回の改訂に至るまで体育理論がどのように

扱われてきたかを概括し, ｢文化としてのスポーツ｣ を

位置づける体育理論が重視された背景, そして ｢文化と

してのスポーツ (の意義)｣ を学ぶ授業の構想に向けた

課題を整理する. そして, 次稿では, その具体的な授業

モデル試案を提示したい.

1. 新しい学習指導要領の中での ｢体育理論｣
ここでは, 2008 年に中学校, 2009 年に改訂された高

等学校の学習指導要領の中で ｢体育理論｣ がどのように

位置づけられ, また内容がどのように定められ, 今回の

スポーツの文化的価値を位置づけるまでに至ったのか,

その経過をまとめた.

(1) ｢体育理論｣ が重視された背景

先進諸国の教育改革を受けて, 日本の教育改革, 体育

改革として 2007 年の中央教育審議会の審議の概要には,

知識基盤の社会 (知識を基盤とする能動的で自発的な文

化需要の拡大した社会) において確かな学力を身につけ

させることが提言された. 体育ではそれを受けて, 体育

的学力を身につけさせるために, 学習指導要領には ｢技

能｣, ｢態度｣, ｢知識・思考・判断｣ という 3つの枠組み

から学習内容が設定され, それらを身につけるベースと

して ｢わかる｣ (知識) が重視された. つまり, これか

らの体育は, 運動やスポーツを知的なレベルでとらえ,

できることと同時に, 運動やスポーツの仕方, あるいは

運動やスポーツの原理や原則, そしてそれらの社会的な

意味や文化的意義をわからせることが体育の授業で重視

されるようになり, そのために体育理論の授業への期待

が高まったということである (佐藤・友添 2011 : 1-3).

つまり, ｢運動の合理的な実践を通して, 生涯にわたっ

て運動に親しみ豊かなスポーツライフを送るために必要

とされる基礎的な知識を定着させ｣, また ｢運動やスポー

ツの総合的な理解を深める｣ ための学習が ｢体育理論｣

に期待されたのである (菊 2010 : 3).

このような教育改革に基づく体育理論への期待の他,

体育固有の課題からも体育理論の充実が求められた. そ

れは, 昨今のスポーツ事情として, 勝利至上主義がます

ます強まるスポーツ競技の在り方, メディアの映し出す

スポーツの世界を盲目的に受け止めるスポーツ鑑賞の在

り方, スポーツの商業主義に踊らされるスポーツ消費者

の拡大などの問題状況に対する自己改革の表れである.

スポーツを受動的に受け止めるスポーツ消費者ではなく,
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スポーツについて考え, スポーツという文化を継承し,

創造・発展させる主体者を育成することに今まさに真剣

に取り組むべき時期に来たということである. その意味

から, 友添が言うように ｢体育は運動やスポーツにかか

わる文化を媒介にして, それを伝え改革し, 創造してい

く過程で自らを形成 (身体形成・人格形成) していく教

科｣ (佐藤・友添 2011: 9) として再認識し, 知的な理

論の学習機会として体育理論が位置づくということであ

る. また, 運動やスポーツの知識を享受する機会を学校

の体育の授業が十分保証してこなかったという反省に立

つものである.

生涯スポーツが標榜されて久しい. 今回の改訂を社会

や自分にとってのスポーツの意味や意義, スポーツが育

んできた文化的内容を科学的・体系的に学ぶことができ

る機会として, 体育理論の授業が役割を果たすことで生

涯スポーツの真の実現につながると現場の体育教師は理

解する必要があるのである.

(2) 体育理論の内容の変更

今回 (2008 年) の改訂により, それまで ｢体育に関

する知識｣ と称されていたのが, ｢体育理論｣ という名

称で再び表されるようになり, 中学校から高等学校まで

の 6年間必修として位置づけられた. そして, 体育理論

は, 中学校で 3章 3単元 (｢運動やスポーツの多様性｣,

｢運動やスポーツが心身の発達に与える効果と安全｣,

｢文化としてのスポーツの意義｣), それぞれ各学年 3 単

位時間以上, 高等学校では 3 章 3 単元 (｢スポーツの歴

史, 文化的特性や現代のスポーツの特徴｣, ｢運動やスポー

ツの効果的な学習の仕方｣, ｢豊かなスポーツライフの設

計の仕方｣), それぞれ各学年 6単位時間以上実施するこ

ととされた (佐藤・友添 2011 : 17).

また, 小学校から高等学校までを 4年をひとまとめに

して, 4－4－4のまとまりで取り組むこととされている.

つまり, 小学校 1年生から 4年生までを ｢様々な動きを

身につける時期｣, 小学校 5 年生から中学校 2 年生まで

を ｢多くの運動を体験する時期｣, そして中学校 3 年生

から高等学校 3年生までを ｢少なくとも一つのスポーツ

に親しむ時期｣ の 3つに区分して体育の指導が行われる

ことになった. そこで, 体育理論では, 中学校 3年生と

高等学校 1 年生で学ぶ内容を連携させ, ｢文化としての

スポーツの意義｣ の学びを系統的に学ぶように設定され

ている. そして, 高等学校 3年生では, 青年期以降のス

ポーツ実践につながる学びとして ｢豊かなスポーツライ

フの設計の仕方｣ が位置づけられている (ibid : 20-21).

(図 1 参照)

さらに, 前学習指導要領との内容比較においては, 中

学校では, それまでの 2つの柱をより細分化した内容に

組み立て直され, 学年配当も明確に示されている. これ

は高等学校においても同様であり, 何をいつ指導するの

かについて明示され, その内容と体育理論以外の ｢体つ

くり運動｣ や ｢その他の運動領域｣ (器械運動, 陸上運

動, 水泳, ダンス, 球技, 武道) との関連も示されたこ

とは, 体育・スポーツに関する知識を学ぶことと運動・

スポーツの実技指導を関係づけた総合的な学びが今後展

開される必要を示したと受け止められる. そこでは, 理

論を断片的に, また部分的に学ぶのではなく, 系統的,

体系的に学ぶ授業実践が求められているのである.

その背景には, スポーツを ｢する｣ という視点で受け

止めてきた体育授業に対して, スポーツへの興味・関心

の拡大に基づく社会的存在としての意味の拡大により,

スポーツを ｢みる｣, ｢支える｣ といった視点から, スポー

ツの知識をきちんと学び, 理解することが学校体育の使

命であるという認識がある. つまり, 国民的教養として

スポーツを捉え, それにふさわしい学びの場を体育理論

の授業の役割期待として示されたのだと受け止める必要

があるのである.

そのような流れを汲んで, 今回の学習指導要領の改訂

において中学校の ｢体育理論｣ に関して, ｢指導すべき

知識の内容の精選と基礎的な知識の確実な定着, 高等学

校への接続を考慮して領域名が現行の 『体育に関する知

識』 から従前の高等学校と同じ名称の 『体育理論』 に改

められた｣ (菊 2010 : 3). そして, これまで中学校段
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階ではスポーツを文化として捉える知的・理論的学習が

行われていなかったところに, 第 3学年に ｢文化として

のスポーツの意義｣ の内容が位置づけられたのである.

(3) ｢文化としてのスポーツ｣ の主張とその背景

今回の学習指導要領の改訂に影響を与え, また直接作

業にあたった人物の主張をもとに, ｢文化としてのスポー

ツ｣ を位置づける根拠・理由について整理したい.

友添は, ドーピングの問題を指摘した上で, 現代のトッ

プスポーツはいま, 大きな岐路にさしかかっているとい

う認識を示し, スポーツを私たちの有用な文化にしてい

くためには, それを単に ｢プレイ｣ するだけでは実現せ

ず, 勝利至上主義や弱肉強食に塗られたスポーツを相対

化したり, スポーツで地域を再生したり, スポーツを生

き甲斐づくりの重要なパートナーにしたり, スポーツを

する権利をみんなで実現する運動やスポーツの広範で精

選された知を教室で学ばせる必要があるとする. それに

より, 子どもたちがスポーツについて強く深く考えるよ

うになり, 彼らをスポーツという文化の新たな創造者に

育てることができる. そこでは, スポーツを人類の貴重

な文化資源と捉え, つまり ｢文化としてのスポーツ｣ が

学びの対象となり, そのスポーツを伝え, 変革し, 創造

していく過程で学習者が自らを形成していくことがこれ

からの体育に求められているというのである (友添

2009 : 14).

また菊は, ｢することだけがスポーツではない｣ (菊,

2009) と題する論考の中で, 豊かなスポーツへの認識を

深めていくためには, スポーツをするだけでなく, 見た

り, 支えたり, 読んだり, 調べたり, といった様々なか

かわり方をすることの意味を考え, 具体的にこれらを享

受することが必要であり, ｢する｣ スポーツは, スポー

ツ観やスポーツ規範にコントロールされることによって,

つまりスポーツの社会的, 文化的な価値に触れることで

はじめて人間的意味と価値をもつという. そして, ルー

ルの意味とその工夫やマナーといった内容は知的学習で

しか保障されないとまで述べている (菊 2009 : 19).

さらに, 今改訂の作業にあたった当時文科省の教科調

査官であった佐藤は, 直接かかわった ｢中央教育審議会

教育課程部会健やかな体を育む教育の在り方に関する専

門部会体育分野ワーキンググループ｣ での議論をもとに,
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図 2 中学校, 高等学校の学習指導要領の新旧対象から見たポイント (佐藤・友添 2011 : 18-19)



体育において ｢うまくなる｣ ことだけでなく, ｢知識｣

をきちんと学ぶことが重視された背景を次のように説明

している. これまでの ｢ゆとり教育｣ の反省を踏まえ,

基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれらを活用する

思考力・判断力・表現力を伸ばす必要性が求められ, ま

た先進諸国は ｢体育はその国の教育にどのように寄与で

きるか｣ という問いに対して成果や証拠が求められるよ

うになった. そのような国内外の潮流を受け, 公教育の

質の保証 (ミニマム) と説明責任 (アカウンタビリティー)

が求められる時代にあって, ｢体育で何を教えるか｣ が

重点課題となり, その基礎となる体育の ｢知｣ が重視さ

れることとなったとする. そして, それを踏まえたワー

キングの議論で, ｢知｣ (知識) の内容として設定された

のが, ①体の動かし方, 運動やスポーツの行い方に関す

る知識 ②運動やスポーツにおける体力, 健康・安全に

関する知識 ③運動やスポーツの実践につながる態度に

関する知識 ④生涯スポーツの設計に関する知識の 4つ

であった (佐藤 2009 : 24-26). 明示はされていないが,

そこでは, それらを学ぶための受け皿として, これまで

もその役割期待がされていながら, ほとんど機能してい

なかった ｢体育理論｣ を座学として位置づけ, 再興しよ

うということが検討されたに違いない. また, ｢文化と

してのスポーツ｣ についての議論もその中でどのように

行われたかは示されていないが, ③の ｢運動やスポーツ

の実践につながる態度に関する知識｣, ④の ｢生涯スポー

ツの設計に関する知識｣ のところに, スポーツの文化的

意義や価値を位置づけようとしたと解釈することも間違

いではないであろう.

｢文化としてのスポーツ｣ の重視については, 今回の

学習指導要領の改訂が進められる一方で, ｢スポーツ振

興法｣ (1961 年制定) が 50 年ぶりに全面改正され, ｢ス

ポーツ基本法｣ (2011 年公布) を国の新たなスポーツに

関する施策として検討されていたことは見逃せない. ス

ポーツを世界共通の人類の文化として捉え, その中では

スポーツの豊かな文化意義について指摘されているから

である (岡出 2012 : 16-17).

2. ｢体育理論｣ の創設とその後の学習指導要領

における位置づけ
体育理論は, 1947 年の学校体育指導要綱で誕生した

(図 3). そこには, 体育の理論として多様な項目は示さ

れたものの, 実質的な内容や取り扱いについての記述は

なく3), 積極的な実践にまでは至らなかった (井谷,

1997 : 332). しかし, 1951 年の中学校学習指導要領で

は項目とともに具体的な内容が示され, ねらいも ｢体育

の真の価値を正しく理解させ, それを生活に生かし, 体

育思想を深め, 教育を高める｣ とされた. その後消えて

しまうことになるが, 体育史やスポーツマンシップといっ

た体育の意味や価値を理解する教養的な内容がそこには

含まれていることが特徴である. そして, 小学校にも

1953 年の小学校の学習指導要領において ｢体育や運動

について正しい知識を持つこと｣ として, 年間の授業時

間数 10％を当てることが明示され, 体育理論の領域が

位置づけられる. かつて小学校でも体育理論の学習が行

われていた根拠がここにある. しかし, それは次の改訂

(1968 年) では早々と姿を消すことになる.

1956 年の高校学習指導要領の改訂以降, 技術指導に

重点を置いた健康や生活と結びついた体育が求められる

ようになり, 体育の歴史的内容, スポーツ理解といった

内容は削られ, 技術の習得や運動の方法に関する内容へ

と変わっていった4). そして, 高等学校においては 1956

年に体育理論学習の配当時間を年間授業時間数の 10％
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図 3 学校体育指導要綱に示された中学校の体育の内容 (前川
他 1977 : 78) より筆者作成



と明記され, また中学校でも体育理論 (1958 年から

2007 年まで ｢体育に関する知識｣ と称される) は, 1958

年に 5－10％を当てることが初めて示され, 併せてそれ

ぞれの学習指導要領の改訂時に検定教科書を用いて指導

されるようになった5). しかし, そのような位置づけが

されたものの, その内実は ｢体育が運動の中心の学習が

中心であり, 学習指導要領では, 運動の学習と関係の深

い知的内容が, 運動領域と並んで内容の一領域｣ (松田・

宇土 1978 p.184) となっていた. それは, ｢体育に関

する知識｣ や ｢体育理論｣ には, 運動に対する永続的な

動機づけとしての役割を果たすことが期待され, 運動の

需要の高まりに伴い, 運動の楽しみ方, 正しい行い方な

ど運動に関する基礎的な知識を学ぶ必要性に基づいてい

た. そして, 1969 年の中学校学習指導要領改訂から体

力主義体育が打ち出され, 認識的内容は軽視され実技的

内容が拡大していく. その当時の状況について, 岡出は

｢体育理論の学習では, 歴史, 体育の目的に関する認識

の位置づけが後退し, 生理学, 心理学, 力学の知識, あ

るいは体力に関する知識が中心に位置づけられるように

なっていった｣ (岡出 1990 : 8) と説明している. つま

り, ｢体育の授業は考える (運動やスポーツに関する知

識の獲得や理解) より, とにかく身体を動かす (運動す

る) 授業｣ であり, 他教科とは異なって知的学びの場で

ないという教科観が支配的となり, 実技主義的体育観が

醸成されていったと考えられる. そして, 技術学習・体

力づくりの補完的位置づけをされた体育理論は, 現在ま

でも引き継がれている.

その後, 時代の要請を受け, 生涯体育・スポーツ論に

基づく体育が実践されるようになり, 体育理論も運動や

スポーツの楽しみ方や生涯にわたる体育・スポーツ実践

の意味を学ぶ内容が加えられるようになる. 制度的には

戦後一貫して学習指導要領に体育理論は各学年ですべて

の生徒に必修 (高等学校では全学年, 中学校では 1・2

年生のみ) として位置づけられ, 授業時間も体育の時間

のうち 5～10％を当てるとされてきた. しかし, 実態は

体系的・系統的な授業が展開されているとは言い難く,

｢雨降り体育｣ として実践され, また各種目領域のオリ

エンテーションなど断片的な実践に留まっていた. ｢教

科書の発行や内容についての幾度もの検討とは裏腹に,

一部の研究団体や熱心な実践者を除いては衰退の一途を

たどっていった｣ (井谷 1997 : 339) のである.

そのような中で, 2008 年の改訂において学年ごとに

内容が指定され, 中学校, 高等学校の両方に学年を接続

(中学 3 年と高校 1 年に) させて ｢文化としてのスポー

ツ｣ の内容が明確に位置づけられ, 授業内容・時間数も

明確に示されたことは, 精神訓話的な ｢お説教｣, 知識

を断片的に切り売りする ｢場当たり的｣, ｢思いつき的｣

指導 (学校体育研究同志会 1978: 1), ｢気休め｣, ｢自己

満足｣ 的な ｢理論｣ 的指導 (学校体育研究同志会 1978 :

4) とは縁を切り, 体育実践における体育理論の意味と

価値が問い直され, 今後新たな展開が進められていくと

受け止められる (表 1参照).

3. ｢体育理論｣ の授業づくりの取り組み
本章では, ｢体育理論｣ が学習指導要領 (要綱) に初

めて領域として位置づけられてから今改訂まで, どのよ

うに具体的実践に取り組まれ, 議論されてきたかまとめた.

(1) ｢体育理論｣ 創設期及びそれ以降の授業実践状況

1947 年の学校体育指導要綱に ｢体育理論｣ が領域と

して設定されて以降, その後の学習指導要領には体育理

論は位置づけられたが, 実際に現場でどれだけ注目され,

実践されたかについて確認するのは困難である. そこで,

体育科教育関係の雑誌の中に掲載された論考や実践報告

からその状況を探ってみたい.

図 4は, 体育科教育分野の専門雑誌である ｢学校体育｣

誌 (1948 年 1 月創刊, 2002 年 3 月廃刊) 及び ｢体育科

教育｣ 誌 (1953 年 9 月創刊～) に体育理論に関する授

業理論や実践報告と受け止められる論考, 実践報告が掲

載された数の推移を年代別 (創刊～1991 年まで) に示

したものである.

これによると, 1947 年 (昭和 22 年) の学校体育指導

要綱で誕生以降, 体育雑誌に体育理論に関する論考が数

多く見られるようになる. それは, 1958 年 (昭和 33 年)

に学習指導要領の改訂に合わせて体育理論の検定教科書

が作成される前後の時期であり, 松田が ｢『体育に関す

る知識』 が教科書を用いて指導されるようになったのは

昭和 37 年以降のことである｣ (ibid : 184) と述べてい

ることからも, 体育理論の授業をどのように構想し, 計

画, 実践するかという課題に応えようとするものであっ

たと思われる.

それは, 体育理論の萌芽期に両雑誌の中に掲載された

執筆 (昭和 24 年～38 年まで) のテーマからいくつか挙

げてみてもわかるように (表 2 参照), 解説, 試案, 指
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表 1 学指導要領における体育理論の内容の推移6)

中学校学習指導要領 高等学校学習指導要領

1947 年 ・体育史 ・体育の目的 ・各種運動の解説
・練習法 ・スポーツマンシップ ・家庭体育
・社会体育 ・国際競技 ・余暇の利用 ・運動衛生

1947 年 ・体育史 ・体育の目的 ・各種運動の解説説
・練習法 ・スポーツマンシップ ・家庭体育
・社会体育 ・国際競技 ・余暇の利用 ・運動衛生

1951 年 ・体育史 ・体育の目的 ・スポーツマンシップ
・レクリエーション ・家庭体育 ・運動衛生
・国際競技

1951 年 ・体育史 ・体育の目的 ・スポーツマンシップ
・レクリエーション ・家庭体育 ・運動衛生
・国際競技

1956 年 ・発育と体育 ・運動の学習方法 ・生活と体育

1958 年 ・運動種目の特性
・練習の重要性と練習に関する諸条件 ・練習方法
・運動生活の設計

1960 年 ・発育と運動 ・運動の練習 ・社会生活と体育

1969 年 ・中学校生徒の特性と運動
・運動の特性と練習 ・運動の効果
・体力の測定方法と結果の活用
・現代の生活と運動
・運動によるレクリエーションの現状

1970 年 ・運動の特性と類型
(運動の生理, 運動の力学, 運動の心理, 運動の類型)
・生活と運動
(体力と運動, 現代社会と運動, 現代社会におけるス
ポーツ, わが国の体育)

1977 年 ・運動と心身の働き ・運の練習と体力の測定 1978 年 ・運動の生理学的/心理学的/力学的特性
・運動処方と練習法 ・現代社会と運動

1989 年 ・運動と心身の働き ・体力の測定と運動の練習 1989 年 ・体力トレーニングの方法と内容
・運動技能の構造と練習法
・現代社会とスポーツ

1998 年 ・運動の特性と学び方
・体ほぐし, 体力の意義と運動の効果

1999 年 ・社会の変化とスポーツ
・運動技能の構造と運動の学び方
・体ほぐしの意義と体力の高め方

2008 年 ・運動やスポーツの多様性 (1 年)
・運度やスポーツが心身の発達に与える効果と安全
(2 年)
・文化としてのスポーツの意義 (3 年)

2009 年 ・スポーツの歴史, 文化的特性や現代のスポーツの特
性 (1 年)
・運動やスポーツの効果的な学習の仕方 (2 年)
・豊かなスポーツライフの設計の仕方 (3 年)

図 4 ＜体育雑誌における体育理論に関する執筆の年度別掲載数の推移 (創刊から約 40 年間) ＞7)



導計画, 指導資料などにわたり, 体育理論の授業づくり

に手探りながら取り組まれていたことがわかる. そして,

中学校・高等学校にとどまらず, 小学校における体育理

論の取り組みも見られる. しかしながら, 執筆者を見る

と, 大学関係の研究者や大学付属の小中高等学校がほと

んどであり, 体育雑誌には一定数の体育理論に関する報

告がされているとはいえ, 広く現場で実践されていると

は言い難く, 意欲的に取り組んでいる限られたところか

らの発信として受け止める必要がある.

その一方で, 当然のことながら, 学習指導要領の改訂

に合わせて, 出版社の意図からも, 体育理論に関する解

説や論考, 実践が執筆されており, 改訂から改訂までの

間では, 関心事や注目すべき課題対象にはなっていない

ことも窺える.

(2) 民間研究団体の取り組み

体育理論が創設され, 教科書が作成されて以降, 現場

での実践が不調であったことは先述のとおりである.

｢楽しい体育｣ を標榜し, 体育の学習指導要領を先導し

た全国体育学習協議会 (以下, 全体研) は, ｢『文化的享

受』 といった場合の, またこれを 『総合的に図る』 といっ

た場合の, 学びの対象が単なる 『種目』 や 『領域』 の学

習はなく, 広い意味での 『文化としてのスポーツ』 にど

のように結びつけて学習していけるのか, ということが

課題となる. 具体的には各種目や運動領域の技術的要素

や体力的要素といった行動文化的なレベルだけでなく,

それを支えるルールとの関係やそれらを方向づけるスポー

ツ観や運動観の学習を, できれば保健領域の健康観の学

習とも交差させながら幅広く学んでいけるカリキュラム

のデザイン (図 5) である｣ (全国体育学習研究会 2008 :
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表 2 体育理論の萌芽期に体育雑誌に掲載された執筆内容

｢私の試みた体育理論の指導｣ (大平＜藤澤一中＞, 学校体育, 1949.2 )
｢私の指導案－わが校の体育史－｣ (川口＜東京教育大東京高師＞, 学校体育, 1950.5)
｢体育理論の学習指導｣ (川口＜東京教育大東京高師＞, 学校体育, 1951.12)
｢体育理論－バスケットボール－｣ (高橋＜東京教育大附属中＞, 学校体育, 1953.4)
｢(準) 体育教科書を使ってのバスケットボールの学習指導｣ (東京教育大学附属中, 学校体育, 1953.10)
｢中学校における体育理論の指導－運動の練習法－｣ (松田＜東京教育大＞, 学校体育, 1954.4)
｢高等学校の体育理論はどう指導したらよいか｣ (浅井＜奈良女子大附属小＞, 体育科教育, 1954.6)
｢『体育の歩み』 の指導－中学校の体育史指導｣ (岸野＜東京教育大＞, 学校体育, 1954.12)
｢体育理論の指導の実際｣ (古屋＜東京教育大学附属小＞, 体育科教育)
｢昭和 30 年度の理論の指導計画｣ (東京教育大学附属中, 学校体育, 1955.3)
｢体育の知的理解を深める指導計画－高等学校｣ (佐藤＜不明＞, 体育科教育, 1955.3)
｢新しい高校の体育理論の内容について｣ (野沢＜不明＞, 学校体育, 1955.8)
｢体育の理論学習はどのように指導したらよいか (私の試案)｣ (中村＜東京教育大付属高＞, 体育科教育, 1956.5)
｢中学体育理論の指導－オリンピック競技｣ (川口＜東京教育大＞, 学校体育, 1956.6)
｢オリンピック大会競技を体育学習においてどのように取り扱うか－小学校－｣ (石井＜神奈川県教育委員会＞, 体育科教育,
1956.11)
｢我が校の体育理論の年間計画｣ (加藤＜埼玉大学付属中＞, 学校体育, 1957.3)
｢体育科の指導内容の理論の内容について (小学校)｣ (榊原＜大田区立道塚小＞, 学校体育, 1957.8)
｢わが国に於ける近代スポーツの発展Ⅰ－中学校体育理論の指導－｣ (岸野＜東京教育大＞, 体育科教育, 1957.8)
｢体育教科書の扱い方｣ (浅井＜不明＞, 体育科教育, 1958.2)
｢高校体育教科書の扱い方Ⅲ～Ⅴ｣ (高橋＜不明＞, 体育科教育, 1958.5-7)
｢小学校体育 『知識』 の指導－運動の特質について｣ (土佐＜滋賀大学附属小＞, 体育科教育, 1959.12)
｢ローマオリンピックを小学校でどう指導したらよいか｣ (高田, ＜東京教育大学附属小＞, 体育科教育, 1960.8)
｢ローマオリンピックを中学校でどう指導したらよいか｣ (田野村＜東京都北区赤羽中＞, 体育科教育, 1960.8)
｢小学生に対するスポーツ鑑賞の指導｣ (岩丸＜お茶の水附属小＞, 学校体育 1960.8)
｢運動学習と理論学習とについて｣ (佐々木＜愛知学芸大＞, 体育科教育, 1962.1)
｢体育における教室学習の考え方｣ (北田＜明石市教育委員会＞, 学校体育, 1963.1)
｢知識の評価法｣ (松田＜東京教育大＞, 体育科教育, 1963.2)

図 5 ｢楽しい体育｣ におけるカリキュラムの基本構想 (全体研 2008 : 89)



87) としている. しかし, そのような学びを通して ｢多

様で個性的な好みや楽しさをスポーツ文化との関連で自

覚し, さらにそのような学習の積み重ねの上に自らの運

動やスポーツに対する価値観に支えらえた生き方, 暮ら

し方 (スポーツライフスタイル) への自覚に発展させる｣

(ibid : 88) とは言うものの, そこには, 想定はされて

いるのかもしれないが, ｢体育理論｣ の位置づけはなく,

言及もされていない. さらに, 設立 50 周年を記念して

発刊された 『｢楽しい体育｣ の豊かな可能性を拓く』 と

いう記念誌には, 小学校から高等学校までの ｢楽しい体

育｣ の典型授業実践として, 運動領域の実践は掲載され

ているが, ｢体育理論｣ の報告は見られない. 全体研は,

｢スポーツ享受能力｣ を養うことやスポーツ種目を超え

たテーマ単元を設定 (例えば, ｢水とかかわる運動・ス

ポーツ｣, ｢地域のスポーツ環境を知ろう｣ など) するな

ど ｢文化としてのスポーツ (の意義)｣ を学習の中に組

み入れようとしながらも, それを実践レベルで提示しき

れていないのが現状であろう.

一方, 学校体育研究同志会 (以下, 同志会) は ｢スポー

ツの変革主体者｣ の育成をスローガンにして, 体育の授

業, 健康教育, 部活動はじめ, 国民スポーツの在り方ま

でを視野に入れて取り組んできた. そして, 1992 年に

愛知県で行われた全国大会において ｢『体育理論』 の授

業づくり分科会｣ が新設され, 体育理論の授業研究の組

織的な取り組みが始められた. それは, 体育の教科内容

研究に取り組む中で, 中村 (表 3), そして草深の教科

構造試案に基づき, ｢教室でする体育｣ をきちんと位置

づけようという試みであった.

その設置趣旨については, 出原の ｢教室でする体育－

体育理論の授業づくり』 (小学校編) (中学校編)｣ (創文

企画, 2000 年) にまとめられている. そこでは, ｢今日

という時代はスポーツを文化として学ぶ体育を求めてい

る. スポーツの文化的教養の土台をすべての国民に教え

るところが学校であり, その役割を担う中心は教科学習

である. 学校はスポーツ文化の継承・創造の主人公を作

るところ, スポーツ文化を変革する力をつけるところで

あり, 体育の授業がその基礎を教えるところである. ス

ポーツを文化として教えることその理論的学習を明確に

位置づけること, そして実践化すること－これが教師と

学校に求められている課題である｣ (出原 2000 (a):

14) という問題意識が示されている. 出原は, スポーツ

を文化として捉え, 文化として教えるためには, 技能習

熟や技術認識だけではなく, スポーツの文化性を教える

ような授業が必要であり, そのためには, ｢グランド｣

や ｢体育館｣ での実践だけでは不十分であり, ｢教室で

する体育｣ が不可欠である. それにより, スポーツに対

して新しい要素や条件や ｢ものの考え方｣ を ｢刻み込む｣

ことができ, ｢継承｣ から ｢変革｣, ｢創造｣ の主体者と

なるとしている. そして, さらに注目すべきは, かつて

小学校で体育理論が行われていたことを根拠として, ス

ポーツに関する知識を学ぶ教室で行う体育 (座学として

授業を組織して指導すること) は小学校から可能8)であ

るとし, 小学校から中学校・高等学校までの ｢教室です

る体育授業｣ (体育理論) に対して大胆な授業時間の配

当がされていることである (表 4). また, 蓄積された

授業の中から授業モデルとして, 小学校では ｢ボールの

授業｣, ｢ゴールの授業｣ や ｢ルールとは｣ などスポーツ
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表 3 中村敏雄の教科構造試案 (学校体育研究同志会 1978 : 136)

表 4 新しい体育授業の全体イメージ (出原 2000 (a): 16)



の仕組み (構造的認識) に関する内容を, 中学校では,

｢オリンピックの歴史と精神｣, ｢スポーツとお金｣ や

｢競争・勝敗・ルール｣ などスポーツの見方や在り方の

学習の実践例が豊かに示されている.

同志会内では, この出原の示す体育理論の授業構想を

もとに, ｢『体育理論』 の授業づくり分科会｣ が学習指導

要領に位置づけられながら現場での実践が不調であった

体育理論領域において, 独自に集団的検討を積み重ね,

手探りながらも実践を蓄積している. その取り組みは,

数少ない組織的, 継続的, そして地道な取り組みであり,

そこには, 同志会結成当時から会をリードし, 体育理論

の重要性を主張しつづけてきた中村が提起する ｢体育は

何を教える教科か｣9) という命題に迫ろうとし, また体

育の授業構造を根本的に変えることまでが意図されてい

るのである.

4. ｢文化としてのスポーツ｣ を位置づけた体育

理論の授業づくりに向けて
ここでは, ｢文化としてのスポーツ｣ の授業を構想す

る上で, 改めて ｢スポーツ｣ と ｢文化｣ の関係を整理し,

その具体的内容をどのように想定し, また実践化するた

めに検討すべき課題についてまとめた.

(1) ｢文化としてのスポーツ｣ を学ぶということとは

そもそも ｢スポーツを文化としてみる｣ ということは,

寒川の説明を借りれば, ｢音楽や美術など常識的な意味

での文化ではなく, 『食文化』 などと使われる文化, 具

体的な料理の作り方, つまり, レシピだけでなく, 食べ

方についての作法, 食べ合わせや食養生やダイエットな

ど医学的と神話的な食べ方との関わり方の情報, 料理を

盛る器の美的政策やエコに配慮した食器素材の開発, こ

れらを伝えるメディアなど, 際限なく広がる複合体とし

て食文化が理解されている｣ (寒川 2009 : 33) という

文化認識に立つことであり, それをスポーツ文化に当て

はめると, ｢スポーツを行うための学び｣ に留まらず,

｢スポーツを知るための学び｣, ｢スポーツに自立するた

めの学び｣, そして ｢スポーツと共生する学び｣ という

次元での学びが必要であるとする友添の教科内容の試案

(友添 2001 : 47) につながっている.

そのようなスポーツ文化の学習論に立つならば, 体育

理論の授業において ｢文化としてのスポーツ｣ を学ぶと

いうことは, スポーツの社会的な意味や文化的意義を理

解するということになる. つまり, スポーツが社会にど

のように貢献しているのか, することができるのか, ま

たスポーツが国民の生活をどのように豊かにするのかを

探り, スポーツを歴史的産物として捉え, 先人から受け

継いだスポーツの文化的価値を後代にどのように伝える

のか, さらにその価値を維持・発展させるためにスポー

ツをどのように変革し, 新たに創造するのかということ

を検討するまでの作業を含んでいる.

今回の学習指導要領において, 中学校 3年生の ｢文化

としてのスポーツの意義｣ のところでは, ｢現代生活に

おけるスポーツの文化的意義｣, ｢国際的なスポーツ大会

などが果たす文化的な意義や役割｣, ｢人々を結び付ける

スポーツの文化的な働き｣ の 3つの視点から, 高等学校

1年の ｢スポーツの歴史, 文化的特性や現代スポーツの

特徴｣ は, ｢スポーツの歴史的発展と変容｣, ｢スポーツ

の技術, 戦術, ルールの変化｣, ｢オリンピックムーブメ

ントとドーピング｣, ｢スポーツの経済的効果とスポーツ

産業｣ という内容から組立てられ, 指導することになっ

ている (文科省 2008, 2009). ただ単に知識の切り売り

ではなく, スポーツの主体者を形成しようという視点か

ら内容を精選し, それらを系統性をもたせて学年毎に配

列したとされている. しかしながら, それらのテーマが

何故設定されたのか, スポーツの文化的意義や価値を学

ぶためにどのように知識の構造化を図り, その内容構成

が行われたかについてその詳細が示されていない. 厳し

く言えば, 学ぶべきテーマの羅列でしかないということ

もできる. そのような批判を加えた上で, 明らかにそれ

までの体育理論の在り方とは大きく転換が図られ, 前進

したのは確かであり, 改訂作業にかかわった佐藤らが示

す図 6 の ｢『文化としてのスポーツの意義』 の単元構造

図｣ は, ｢文化としてスポーツ｣ を学ぶ授業を構想し,

実践に移していく作業には参考になる.

(2) ｢文化としてのスポーツ｣ を学ぶ授業のこれまで

今回の学習指導要領の改訂前からも, 体育理論の実践

は断続的ながらも報告されてきており, その問題意識の

高い小学校教師の中では, 体育の授業時間を割いて行う

ことが難しくても ｢総合的な学習｣ を利用して, 例えば

｢オリンピックの授業｣ を位置づけ, 子どもたちが調べ,

検討し, 発表・ディスカッションするという取り組みが

散見できる (井上, 2012). しかし, それに比べて中学

校, 高等学校の体育教師による体育理論の実践の蓄積は
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乏しく, 特に, スポーツの歴史的・文化的内容を扱った

実践報告は, 先述の同志会の ｢『体育理論』 の授業づく

り分科会｣ が唯一継続的な体育理論の授業研究に取り組

んでいるというのが実情であった. 運動・スポーツを

｢運動文化｣ として捉え, スポーツの継承・発展・創造

の主体者形成をめざす同志会の中にあって体育理論の取

り組みは, まさしく ｢文化としてのスポーツ｣ を学ぶ授

業の在り方を問うものであることから, そこではどのよ

うな実践が展開されてきたのかを検討することは, これ

からの体育理論の授業づくり研究には欠かせない.

出原は, スポーツを文化として教えるためのイメージ

について, 体育の学力を ｢スポーツの技能習熟｣ ｢スポー

ツの技術認識 (戦略・戦術認識も含む)｣ ｢スポーツの文

化認識｣ の 3つの視点から捉えた上で, 次の 4点を挙げ

ている (出原 2000 (a): 14). それらは, ①これまでの

｢できるようにする｣ ｢うまくする｣ だけの体育から脱却

すること ②スポーツの技術学 (技術や戦略・戦術の科

学) を教える授業であること ③スポーツが他の文化と

区別される固有の特徴である ｢競争｣ ｢勝敗｣ の意味や

原理を教える授業であること ④スポーツと人間の関係

を歴史や哲学, 政治・経済とのかかわりを土台にして,

スポーツの価値や文化としての発展論を教える授業であ

ること, である.

そして, それに基づいて ｢技術, 戦略・戦術の科学｣

(技術学), ｢技術, 戦略・戦術の発展史｣ (技術論), ｢ボー

ルやゴールやラインの意味｣, ｢施設, 用具と技術, 記録

の関連｣, ｢『決着のつけ方』 (競争・勝敗) の文化的特徴｣,

｢英・米・日のスポーツ文化比較｣, ｢スポーツの日本的

受容｣, ｢スポーツの価値｣ などの ｢教えたい内容｣ (テー

マ) が挙げられている (ibid : 15). ただ, これらは体

育理論を単元構造化し, 体系立てられた中での十分な内

容やテーマとは言い難く, 自身が述べるように, ラフス

ケッチであるが, 同志会内で先行的・試行的に取り組ま

れていた実践を整理しながら, その後の体育理論の実践

づくりや授業研究に向けて方向性を示した意義深いもの

である.

体育の外に目を向けると, 体育教師ではなく, 社会科

の教師たちが歴史教育の授業研究として, あるいは文化

史への多様なアプローチとして ｢スポーツの世界史－ハ

ロルドは"It's not fair."と言った｣ (笹川 2000) や ｢世

界史への扉－サッカーの歴史｣ (宮地 2002) といった実

践報告を見ることができる. それらは, 歴史教育の教材
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図 6 中学校 3年 ｢文化としてのスポーツの意義｣ 領域の単元構造図 (佐藤・友添 2011: 200-201)



として扱うスポーツと体育理論において扱うスポーツを

峻別する必要性を示し, 体育理論の授業づくりを行う上

で大切な視点を提供してくれていると受け止めなければ

ならない.

(3) 今後の実践の課題や問題点

出原は, 従来の ｢体育理論｣ の実践には, ｢『ルール解

説』 のみの授業｣, ｢自然科学的な内容のみの授業｣ ｢調

査などの活動をさせるだけの授業｣ ｢『社会科』 的 『告発』

的授業｣ が多く, スポーツ情報の嵐の中, つまりマスコ

ミに加工された, 刺激的で, 刹那的な, 勝利至上主義の

スポーツ情報に囲まれて生活し, 生きている子どもたち

はスポーツを文化として総合的に学ぶことを求めている

という認識に教師は立つ必要がある. そのために, まず

教師自身がスポーツ歴史認識や社会認識を土台とするス

ポーツの文化的認識を持ち, それを ｢教室｣ という場で

理論として学ばせる体育理論の授業づくりを展開してい

かなければならないとする (出原 2000 (a) : 17-18).

では, 具体的な授業づくりにおいて, どのような課題

があるのであろうか. 先述の同志会の ｢『体育理論』 の

授業づくり分科会｣ の責任者として, また高等学校の教

師として, 体育理論のみならず, いろいろな運動領域の

体育実践の提示してきた成瀬は, 体育理論の授業づくり

の課題として, ① ｢スポーツ観｣ を揺さぶり・変革を促

す視点 ②個別教材を越えたスポーツ全体に関する横断

的な内容へのアプローチ ③歴史的事実への着目・内容

化 ④生活の中での身近な対象への着目 ⑤子どもの興

味関心を引き出すための教授行為, の 5つを挙げている

(ibid : 116-118).

その中で注目したいのは, まず ｢スポーツ全体に関す

る横断的なアプローチ｣ である. 成瀬はその内容として

｢日本的スポーツ観｣ や ｢スポーツにおけるジェンダー｣,

｢スポーツ参加の動機｣ などを例示しているが, さらに,

｢スポーツ全体｣ という視点で外せない内容として ｢ス

ポーツの主人公 (担い手) とは｣, ｢スポーツの 『する』

『みる』 『支える』 ことの意味と理解｣, そしてスポーツ

文化を理解する上でその学びの中核をとなる ｢スポーツ

におけるルールの意味｣ を挙げることができる. つまり,

スポーツの文化的価値を学び, 追求するには, スポーツ

は誰のために, 何のために行うのかという問いへのアプ

ローチが不可欠だからである. 次に, ｢生活の中での身

近な対象への着目｣ についてである. 子どもたちのスポー

ツ生活の中で, 日頃 ｢何故？｣ と思うことや ｢言われて

みると・・・｣ というスポーツに対する素朴な疑問を教

材化すること (例えば ｢オフサイドはなぜ反則か？｣ や

｢審判はどうして誕生したか？｣, ｢ユニフォームや背番

号はなぜあるのか？｣ など) により, 成瀬の言葉を借り

れば, ｢それにより, 子どもたちの能動的な学習を可能

に｣ し, ｢『わたる』 べき 『科学』 の世界 (教科内容) の

内実｣ (ibid : 117) に迫ることができる. それは, ｢歴

史的事実への着目｣ とも関係し, 人々によってどのよう

に継承され, 変革され, 現在に至っているのかという学

びとは不可分である. これらのことは, 筆者が ｢民俗フッ

トボール｣ に教材としての可能性を見出す理由でもある.

以上のような教える内容 (教科内容) や教材の議論に

加え, 教授方法に言及すると, 教室で行う授業として

｢保健｣ の授業が展開され, 多くの体育教師はその経験

を持っている. しかしながら, その授業づくりの内容や

方法はそのまま ｢体育理論｣ の授業づくりには当てはま

らない. 両者の共通項は生かしつつも, ｢体育理論｣ 固

有の授業づくりが展開されなければならず, 今回の新た

な体育理論への期待に応えるためには, 試行的な取り組

みを含めて実践の蓄積が求められているのである.

おわりに
今回の学習指導要領の改訂に識者としてかかわった故

高橋は雑誌 ｢体育科教育｣ の座談会で ｢日本体育学会で

体育・スポーツ科学領域の研究の成果が積み重ねられ,

その成果が蓄積されてきていますので, その知識は教室

で学ばれるべきなのです.｣ と述べ, そうすることによ

り, ｢今こそ新しい体育のイメージを広く国民に定着さ

せていく必要｣ があるとする (大修館書店編集部 2008 :

19). つまり, 教室で行う体育理論の授業が体育という

教科観を変えるという指摘である. 今回こそ, 不毛と言

われた ｢体育理論｣ の授業が注目され, 高橋が言う体育

の授業観が変革する機会にしなければならない.

しかし, 改訂後, 学校現場でどのように受け止め, 議

論がなされているのか, どれだけ具体的に実践に取り組

まれているのか確認はできていない. 一部の教師からは,

以前とさほど変化していないという話も聞く. しかしな

がら, この先, 何らかの確認作業が行われるはずである

し, すでに次回の学習指導要領の改訂作業が始まり, 今

回の改訂内容を推し進める方針が示されていることから,

学校現場において, そしてその教員養成課程においても
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体育理論の授業づくり研究は不可欠である.

本稿の目的は, 次稿で提案する試案づくりの前提の作

業としてこれまでの体育理論の取り組み, その中での

｢文化としてのスポーツ｣ を学ぶ授業のこれまでの成果

を確認し, その課題を探り, 授業構想につなげることで

あった. そのために, その授業を制度として位置づける

ために学習指導要領の改訂にかかわった人物の主張や研

究者の見解をもとに, またこれまで細々としかし息長く

実践の蓄積を重ねてきた同志会はじめ研究団体, さらに

は個人の取り組みに学び, 整理した.

次稿では, 先述のように, 文化研究の取り組みとして

長年取り組んできた ｢民俗フットボール｣ の教材的価値

を検討し, それを教材として, ひとまず学習指導要領に

準拠して ｢文化としてのスポーツの意義｣ (中学 3年),

｢スポーツの歴史的発展と変容｣ (高校 1年) の内容につ

いての授業試案を提示したい.

注

１) 筆者は, インターネットを頼りに国内の国公私立大学の体

育・スポーツ系学部, 教育系学部において, WEB 上で公

開している ｢体育科教育法 (指導法)｣ のシラバスを閲覧

した (2015 年 8 月末時点). また, 直接入手したシラバス

を含め, 確認できた 15 大学では, どの大学においても

｢体育理論｣ の授業づくりに関する内容は組み込まれてい

なかった.

２) 筆者は, 1993 年に英国に残存する民俗フットボール研究

に着手し, 確認した 17 か所すべての調査を 2015 年 3 月に

終了した. その中間報告として, ｢フットボールの原点－

サッカー, ラグビーのおもしろさの根源を探る－｣ (創文

企画 2014) を出版した.

３) 丹下は, その解説はしていないが, 昭和 28 年当時の高等

学校男子の体育の ｢年間計画例｣ (前川他 1961 : 130-131)

を示しており, その中に ｢体育理論｣ の領域が含まれてい

る. それによると, ｢体育理論｣ は各学年の 3 学期末に

｢既習教材 (選)｣ と交互に 2～3 時間行うように計画され

ている. それは, 学年末の時間潰しなのか, それとも運動

教材を学んだあとのまとめという意味があったのかは不明

である.

４) 1958 年の中学校学習指導要領改訂以降, 1970 年の高等学

校の改訂までの内容の ｢精選｣ について, 小松らは, 次の

ようにまとめている. ｢この時期は, 教科体育の目標に

『鍛錬主義』 『体力主義』 『技能主義』 が打ち出されている.

そうしたなかで, 『体育理論』 を 『できるだけ運動学習と

関連づけて指導すること』 という指導上の論理が, 内容面

にまで貫かれてきていることがわかる. それに合わせて

『体育理論』 領域の内容も自然科学的・技術学的認識内容

が整理・統合され, 社会科学的認識内容が後退されていっ

たものと考えられる. つまり, 『鍛錬』 『体力向上』 『競技

力向上』 そして 『運動学習』 などに直接結びつかない社会

科学的認識内容は, 『精選』 の名の下に削除されていった

のである｣ (小松他 1993 : 188).

５) 友添の ｢体育教科書の変遷に関する研究｣ (友添 1999) に,

｢体育教科書｣ の誕生以降, それがどのように扱われ, ど

のような内容構成で作成されてきたか, また ｢体育理論｣

の授業でどのように扱われていたかなどについて詳細に解

説されており, 当時の ｢体育理論｣ の授業の状況を理解す

る上で参考になる.

６) 井谷が整理した ｢学習指導要領における体育理論の内容の

推移｣ (井谷 1997:337) に, 筆者がその後の改訂で示され

た内容を加筆した.

７) 学校体育研究同志会愛知支部の ｢体育理論プロジェクト｣

はその活動として, ｢学校体育｣ 誌における体育理論実践

の系譜をまとめ, 同会の ｢『体育理論』 の授業づくり分科

会｣ の設立以降その責任者を務める成瀬は, それに ｢体育

科教育｣ 誌の系譜を加えて 1993 年 8 月 3 日の同会全国大

会 (女川大会) において報告している.

図 4 はそこで報告された資料をもとに筆者が作図し直し

たものである.

８) 中瀬古は, 学校体育同志会の実践の分析をもとに, 小学校

における体育理論に関する実践の可能性と課題について検

討している (中瀬古 1998).

９) 中村敏雄は ｢体育学研究｣ に ｢体育は何を教える教科か｣

(中村 2003) というテーマで ｢総説｣ を執筆し, 近代スポー

ツをどのように捉え, またスポーツを通して何を教えるべ

きかについて論じている.
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